
No. ⑧-15 
 R６当初予算 

R５補正予算 

8,235 百万円の内数 

4,786 百万円の内数 

事業名 自然公園等事業等 府省庁名 環境省 

概 要 

国立公園等において、自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生を図るととも

に、自然との多様なふれあいを推進するための施設整備等を実施する。また、地方公共

団体が実施する国立・国定公園等の整備事業等を支援する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２、４５／１００ 

対象事業 

①国立・国定公園整備 

公園事業として実施する道路（車道、自転車道、歩道）、橋、広場、園地、避難小屋、休

憩所、野営場、駐車場、桟橋、給水施設、排水施設、公衆便所、博物展示施設、植生復元

施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設、自然再生施設 等 

※国立公園においては、地方自治体が所有する公園利用施設の国際化対応、老朽化対策

のための施設整備を対象とする。 

※国立公園整備については、動物繁殖施設は対象外 

②国立公園及び国定公園区域外の整備 

・長距離自然歩道整備計画に基づく施設、生態系維持回復事業計画に基づく施設 

・平成 18 年度までに着手している国指定鳥獣保護区における自然再生施設 

※国定公園等整備事業として実施 

③国立公園施設の長寿命化対策整備 

個別施設ごとの長寿命化計画を策定し、地方公共団体が予防保全型管理を行う既存の国

立公園施設（対象は上記①の国立公園整備に同じ） 

支援内容 

〇交付限度額 

国立公園整備事業、長寿命化対策整備事業の場合 事業費の 1/2 

国定公園等整備事業の場合 事業費の 45/100 

離島での 
実績 

北海道（焼尻島）、東京都（伊豆大島）、新潟県（佐渡島）、鹿児島県（屋久島）等 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局自然環境整備課 

連絡先 03-5521-8281 

参照 HP https://www.env.go.jp/content/000125909.pdf 
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